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                    全青司２０２０年度会発第４４号 

 

相続登記の義務化等に反対する会長声明 

 

２０２１年２月２５日 

全国青年司法書士協議会 

会長 川上真吾 

 

 去る２月１０日、法制審議会から上川法務大臣に、諮問第１０７号で諮問され

た民法・不動産登記法（所有者不明土地関係）の改正（以下、「本改正」という。）

の答申がなされ、その答申中の相続登記の義務化等に対して、当協議会は反対す

る声明を発する。 

 

 本改正の内容たる相続登記の義務化は、少なくとも以下の４つの観点から問

題があり反対する。 

 

①「登記の対抗要件主義」の観点から 

我が国の民法は、登記を第三者対抗要件と定めており（民法第１７７条及び同

第８９９条の２）、登記を備えるかどうかは当事者の意思に委ねられているのが

原則である（対抗要件主義）。にもかかわらず、手続法たる不動産登記法におい

て、相続による所有権の移転の登記に限って申請義務を課すことは、民法が定め

る原則に反しているため問題がある。 

 

②「所有者不明土地問題解消との整合性」の観点から 

相続登記が義務化されると、多くのケースで義務履行のために法定相続分に

よる所有権移転登記がされることが想定され、所有者不明土地問題の解消を更

に困難にするから、断固として義務化を認めるべきではない。 

いわゆる所有者不明土地の問題は、多数当事者の共有状態を解消するための

合意形成の困難性にその原因がある。相続人全員が関与せずとも可能である法

定相続分による所有権移転登記を推進することは、法定相続分による登記を行

ったことによる軋轢の発生等により、登記手続きに関与しなかった当事者との

合意形成をますます困難にする。更に、登記された法定相続人に相続が発生した

場合には、土地全体での遺産分割協議ではなく、各法定相続人の持分についての

遺産分割協議が行われることで、多数当事者による共有状態の複雑化とその固

定化を助長してしまうことが懸念される。法定相続分による相続登記を促進す

ることは、むしろ新たな所有者不明土地を生み出す原因となり得る。 
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③「相続人の個人情報保護」の観点から 

相続登記の義務化により、相続人の意思によらず、相続人の法定相続分、住所

及び氏名を登記させ、公示を強制させることは、相続人のプライバシーの侵害に

当たる可能性がある。 

 

④「相続人への負担の強要」の観点から 

法制審議会においては、改正法施行の際、既に所有権の登記名義人が死亡して

いる不動産についても義務化の適用対象とすることを前提に検討がされている

ところ、不動産の登記名義人が死亡した数代前の者の名義のままであった場合

には、相続人が関与していない数代前の相続事案にまで相続登記の義務履行の

範囲が及ぶこととなるため、その履行に多大な困難が予想され、相続人に過大な

負担を強要することとなり、問題である。 

 

なお、当協議会は相続登記の義務化に反対の立場であり、相続登記の登記申請

懈怠に過料を課す規定は相続登記の義務化を前提とするため、当然これに反対

する。 

 

 最後に、本改正による相続人申告登記（仮）の創設についても反対する。当協

議会は、「所有権の登記名義人に係る相続の発生を不動産登記に反映させるため

の仕組み」については、職権での死亡の事実の公示（例えば、所有権登記名義人

が死亡した旨の死亡の付記登記など）によるべきであると考える。故に、死亡事

実の公示が（職権で）自動的に可能になった際に、相続人申告登記（仮）がシス

テム導入の障害となる可能性を懸念している。 

 

 以上の理由から、当協議会は本改正にある相続登記の義務化等に反対する。 


